
2022 年 5 月吉日 

お取引先さま 

株式会社不動産ビジネス研究所 

 

投てき消火用具 5 社への消費者庁措置命令についてのご報告 

 

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2022 年 5 月 25 日に消費者庁より投てき消火用具のメーカー５社へ景品表示法上の措置 

命令が公表されました。弊社よりご提供しております製品「ファイテック」における 

指摘事項の内容、および今後の対応等についてご報告申し上げます。 

 

【消費者庁の指摘事項概要 2 点について】 

1 点目 

パッケージ側面イラスト（青枠部分）が、火が天井に届く火災でも 1 本で消火できると 

優良誤認させる 

  
 

 



2 点目 

販促物に使われている消火実験の写真（青枠部分）が、一般的な住宅火災でも 1 本で 

消火できると優良誤認させる。 

 
 

【是正対応について】 

この指摘に基づき、株式会社ファイテックは消費者庁指導に沿って、パッケージ表記の 

一部を変更することを決定しました。 

遅くとも 2～3 か月以内にパッケージ表記の一部変更を完了させ、完了後出荷するもの 

より随時切り替えを行います。 

 

【販売について】 

消費者庁はファイテック社製品の消火能力等は否定しておらず、販売を差し止めるもの 

ではないと明言しております。 

あくまでメーカーに表記の一部是正を求めたもので、不動産会社さまがお手持ちの在庫 

を販売されても、消費者庁の指導等が及ぶことはございません。 

現行製品でのお客様への販売継続についても問題ございません。 

 

【付随情報】 

今回投てき消火用具メーカー5 社に出されている措置命令内容は、各社で内容が異なって 

おり、ファイテック社に課された指摘箇所は最も少ないものとなっております。 

５社の指摘内容一覧と、ファイテック社自身が取引先へ提示しました説明文書を併せて 

提示致します。 

 

ご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。 

今後ともご愛顧賜ります様、宜しくお願い申し上げます 

 

 

 



【5 社の指摘内容】 

 

 

 

 

 

（株）ファイテック （株）ボネックス （株）エビス総研 メディプラン社 （株）栄徳

ファイテック・火にポン SATT１１９・火消ッシュ 小さな消防士 消える魔球 First Shot

商品パッケージ 自社サイト

自社サイト 動画広告 Amazonサイト

動画広告

自社サイト

動画広告

自社サイト

動画広告

商品パッケージ

動画広告 自社サイト

動画広告

販売用広告 Amazonサイト

商品パッケージ

商品パッケージ 自社サイト Amazonサイト

動画広告

一般的な住宅の居室内で発生する

大人の身⾧程度までの火災を

1本で消火できるように感じさせる

一般的な住宅の居室内で発生する

8㎥の範囲に炎が広がるまでの火災を

1本で消火できると感じさせる

一般的な住宅の居室内で発生する

天井に火の高さが届くまでの火災を

1本で消火できると感じさせる

問題とされた表示場所

消費者庁の指摘事項

消火剤から発生するガスの消火効果

も作用するという表記（効果不明）

消火効果を消防庁が認定している

という表記（認定の事実がない）

一般的な住宅の4畳半から６畳程度の

範囲に火が広がるまでの火災に、

１本で消火できる様に感じさせる



【株式会社ファイテックからの報告書】 

【お問合せ先】株式会社不動産ビジネス研究所 

住 所：東京都港区浜松町 1-23-2 山下ビル 8F 

電 話：03-6402-5366 

メール：info@rb-research.jp 


